
令和 7 年度（下半期）附属機関等委員への女性の参画について 
 
 
 市附属機関等委員への女性の参画については、「第 2 次 越前市男女共同参画

プラン」において数値目標を設定しており、令和 8 年度末までに 40.0％として

います。 
この目標値に近づけるため、令和７年度下半期に改選予定の審議会等を担当

している各部長等を訪問し、女性委員の積極的登用を依頼しました。 
 

 なお、令和 7 年度末の女性委員のパーセンテージは 38.4％で、昨年度末 38.3％
より 0.1 ポイント上がっています。 
 
    令和 8 年 1 月 16 日     市民活躍推進監 
                   ・越前市スポーツ推進審議会 
                                  

    市民福祉部長 
    ・越前市子ども・子育て会議 
 

      
 
各部長等には、女性委員の登用について、前向きに取り組んでいただいてお

ります。トップに女性が就任する委員会もあり、女性委員の人数は着実に増加

しています。しかし、あて職等が多い審議会や専門的知識や技能・資格等を必

要とする附属機関等には、女性の人材が少ない等の理由から女性登用の難しい

現状も伺えます。 
附属機関等委員への女性の参画について、越前市男女共同参画推進条例第 13

条で「附属機関などの委員を委嘱する場合には、男女いずれか一方の委員の数

が委員の総数の 10 分の 4 未満とならないよう努めるものとする」と方針が定め

られています。今後ともこれに基づき、その委員会の実情も踏まえながら、地

域の女性人材発掘や育成等について推進していきます。 


